
次の工事（２の工事）の現場に配置する、専任を要する監理技術者について、１の工事を兼務させるので届け出ます。

契 約 （ 案 件 ） 番 号

工 事 （ 案 件 ） 名

工 事 （ 履 行 ） 場 所

工 期 （ 履 行 期 間 ）

工 種 （ 業 種 ）

監 理 技 術 者 氏 名

資 格

備 考

監理技術者を補佐する者（監理技術者補佐）について

監理技術者補佐氏名

工 種

資 格

備 考

現 場 代 理 人 氏 名

契 約 （ 案 件 ） 番 号

工 事 （ 案 件 ） 名

工 事 （ 履 行 ） 場 所

工 期 （ 履 行 期 間 ）

工 種 （ 業 種 ）

監理技術者補佐氏名

工 種

資 格

備 考

現 場 代 理 人 氏 名 現在 変更後※

注）本届出書を開札日の15時までに提出する場合は予定技術者届として取り扱います。

専任を要する監理技術者の兼務届出書（兼予定技術者届）

事業者名

横須賀市

　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

一級　　　　施工管理技士

注）専任を条件とする工事※や営業所における専任の技術者については、他の工事を兼務できません。
※「本工事は、建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（「特例監理技術者」）の配置
は認めない。」と記載があるもの

　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

注）監理技術者補佐については、他の工事を兼務できません。

現場代理人について

注）特例監理技術者については、現場代理人と兼務できません。

１　兼務する現在契約中の工事について

横須賀市

※２の工事の契約当初から特例監理技術者を配置するために、１の工事の現場代理人を変更する必要がある場
合、２の工事の契約書提出時には、１の工事の「現場代理人及び主任技術者届（変更）」も併せて提出してくださ
い。その際、備考欄に変更の理由と変更に伴う工事の引継ぎを十分に行う等の旨を記載してください。

現在契約中の工事に配置する監理技術者を補佐する者（監理技術者補佐）について

注）監理技術者補佐については、他の工事を兼務できません。

現場代理人について

注）特例監理技術者については、現場代理人と兼務できません。



契 約 （ 案 件 ） 番 号

工 事 （ 案 件 ） 名

工 事 （ 履 行 ） 場 所

工 期 （ 履 行 期 間 ）

工 種 （ 業 種 ）

監 理 技 術 者 氏 名

資 格

備 考

監理技術者を補佐する者（監理技術者補佐）について

監理技術者補佐氏名

工 種

資 格

備 考

現 場 代 理 人 氏 名

契 約 （ 案 件 ） 番 号

工 事 （ 案 件 ） 名

工 事 （ 履 行 ） 場 所

工 期 （ 履 行 期 間 ）

工 種 （ 業 種 ）

監理技術者補佐氏名

工 種

資 格

備 考

現 場 代 理 人 氏 名 現在 変更後※

注）本届出書を開札日の15時までに提出する場合は予定技術者届として取り扱います。

注）専任を条件とする工事※や営業所における専任の技術者については、他の工事を兼務できません。
※「本工事は、建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（「特例監理技術者」）の配置
は認めない。」と記載があるもの

令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで

○○

○○○○

一級○○施工管理技士

○○

専任を要する監理技術者の兼務届出書（兼予定技術者届）

事業者名

○○○

○○○工事

横須賀市○○○

１　兼務する現在契約中の工事について

○○〇

○○〇工事

横須賀市○○○

○○○○

注）監理技術者補佐については、他の工事を兼務できません。

現場代理人について

○○○○

注）特例監理技術者については、現場代理人と兼務できません。

注）特例監理技術者については、現場代理人と兼務できません。

※２の工事の契約当初から特例監理技術者を配置するために、１の工事の現場代理人を変更する必要がある
場合、２の工事の契約書提出時には、１の工事の「現場代理人及び主任技術者届（変更）」も併せて提出してくだ
さい。その際、備考欄に変更の理由と変更に伴う工事の引継ぎを十分に行う等の旨を記載してください。

次の工事（２の工事）の現場に配置する、専任を要する監理技術者について、１の工事を兼務させるので届け出ます。

注）監理技術者補佐については、他の工事を兼務できません。

現場代理人について

○○○○ ○○○○

○○

現在契約中の工事に配置する監理技術者を補佐する者（監理技術者補佐）について

○○○○

〇〇

○○○○

令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで

○○

○○○○


